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★消費税率変更のお知らせ★ 

 

 

2014 年 4 月からの消費税率 5％から 8％への改定に伴い、上映料金も消費税率を

変更することとなりました。  

つきましては、まことに恐縮ながら、 2014 年 4 月 1 日以降の上映のお申し込み

より消費税律を 5％から 8％に改定させていただきます。  

何卒ご了承くださいますようお願いいたします。  

 

尚、 3 月 31 日までに 4 月以降の上映のお申し込みを頂いている場合は現行の表

示料金となります。（ 5％）但し申込書が必着の場合のみ有効です。  

期日を過ぎてしまうと 8％となってしまいますのでご注意ください。  

 

またチラシ、ポスター、チケット、プロジェクターレンタル費、DVCAM再生機レンタル費に関

しても同様となります。 

 

※配送料について 

チラシ、ポスター、チケットの配送料はご注文いただき 3 月 31 日発送分まで現行の 5％とさ

せていただきます。 

ご注文が3月31日前であっても4月以降の発送となった場合は8％となります。（実費ご負担） 

何卒ご了承ください。 

 

 

ご不便、ご迷惑をおかけいたしますが何卒よろしくお願い申し上げます。  

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 

 

 

2014年 2月 

 

 

 

ピース・クリエイト(有) 

担当：宮崎千鶴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


